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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーハの表面に存在する突起状の欠陥の分布を表面検査装置により検出する膜形成前
検出工程と、
　前記膜形成前検出工程の実施後に、前記ウェーハの表面に存在する突起状の欠陥を拡張
させるための膜を前記ウェーハ上に形成する膜形成工程と、
　前記膜形成工程の実施後に、前記膜の表面に形成された突起状の欠陥の分布を表面検査
装置で検出する検出工程と、
　前記検出工程にて検出された欠陥分布のうち、前記膜形成前検出工程にて検出された欠
陥分布から増加した座標点を抽出する抽出工程と、
　前記抽出工程で抽出した前記座標点の観察又は分析を行う観察分析工程とを含み、
　前記膜形成工程では、前記膜形成前検出工程及び前記検出工程で用いる前記表面検査装
置の欠陥検出感度である検査装置検出感度、検出のターゲットとなる欠陥サイズ、及び予
め定められた１００％以上の率である安全率を用いた以下の式１を満たすように前記膜の
膜厚を設定し、
　式１　膜厚≧（検査装置検出感度－欠陥サイズ）×安全率
　前記観察分析工程は、
　走査型電子顕微鏡により前記座標点を観察するとともに、観察像の元素分析により、内
部に欠陥の反応がある突起部の観察像と、内部に欠陥の反応が無い突起部の観察像とを分
別する第１の観察工程と、
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　前記第１の観察工程で得られた突起部の観察像のうち内部に欠陥の反応がある観察像の
断面を透過型電子顕微鏡により観察するためのサンプルを作製するサンプル作製工程と、
　前記サンプルの断面を透過型電子顕微鏡により観察する第２の観察工程とを含むことを
特徴とする欠陥検査方法。
【請求項２】
　前記安全率が１１０％以上であることを特徴とする請求項１に記載の欠陥検査方法。
【請求項３】
　前記欠陥は、パーティクル又はＰＩＤ（Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｄｅｆ
ｅｃｔ）であることを特徴とする請求項１又は２に記載の欠陥検査方法。
【請求項４】
　前記表面検査装置は、ウェーハ表面にレーザー光を照射し、散乱されたレーザー光に基
づいて欠陥を検出する装置であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の
欠陥検査方法。
【請求項５】
　前記膜がシリコン窒化膜であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
欠陥検査方法。
【請求項６】
　前記シリコン窒化膜中の窒素濃度が３０％以上であることを特徴とする請求項５に記載
の欠陥検査方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコンウェーハ等のウェーハの表面に存在するパーティクル、ＰＩＤ（Ｐ
ｏｌｉｓｈｉｎｇ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｄｅｆｅｃｔ）といった突起状の欠陥を検査する方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコンウェーハを用いて製造されるＬＳＩは、パーティクル等がＬＳＩ製造プロセス
の様々な段階で問題となり、素子の特性や信頼性に影響を与える。特に、ウェーハ表面に
存在するパーティクル、ＰＩＤなどの突起状の欠陥は、デバイス製造工程のいかなる工程
においても致命的な不良を生み、歩留まりを著しく低下させてしまう。前述の欠陥はデバ
イス製造工程でも発生するが、ウェーハ製造プロセスで付着し出荷されることもある。な
お、研磨工程において導入される突起状の欠陥がＰＩＤと総称される。
【０００３】
　パーティクルやＰＩＤといった突起状の欠陥を検出するために多くの研究者もしくは企
業により数々の検査装置が開発されている。特に、ウェーハ表面においては、ＫＬＡ－Ｔ
ｅｎｃｏｌ社のＳＰ３やＳＰ５をはじめ多くの表面検査装置が販売され、２０ｎｍを下回
るようなサイズの欠陥までを正確に検知することが可能になってきている。前述の表面検
査装置にて検出された欠陥は、ＳＥＭ（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒ
ｏｓｃｏｐｅ、走査型電子顕微鏡）をはじめとする観察装置で観察を行い、欠陥種をそれ
ぞれの判断基準により選別し、ウェーハ製造工程における発塵やその発塵因子などの特定
を行うことで、工程改善や、品質向上に貢献している。
【０００４】
　前述の表面検査装置の一つに、ウェーハ表面にレーザーを照射して、そのレーザーがウ
ェーハ表面に当たったときに生ずる散乱光に基づいて欠陥を検出するレーザー表面検査装
置が知られている（例えば特許文献１、２、３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１２－６８１０３号公報
【特許文献２】特開平９－１５１３４号公報
【特許文献３】特開平９－１６７７９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、デバイス世代が進化するにつれ、ウェーハ表面に存在するパーティクル等の
欠陥数やその大きさは、世代を追うごとに少数化、微小化が要求されている。このことか
らもウェーハ製造時におけるパーティクル等の欠陥の管理および検査は不可欠であり、そ
の検査で使用される表面検査装置も進化し、現行で１９ｎｍ程度の欠陥を検出できるよう
になってきている。しかし、最高感度の表面検査装置を用いても検出できない欠陥がデバ
イス不良に影響を及ぼすことも容易に推測できる。実際には最先端デバイスのデザインル
ールでは１０ｎｍ程度の線幅しかない場合もあるが、そこに１５ｎｍ程度のパーティクル
があれば、デバイス特性不良が発生することは容易に想像ができる。
【０００７】
　このように、表面検査装置にて検査できる欠陥サイズとデバイスの線幅に乖離が生じ、
さらなる微小な欠陥を検出し、観察分析することが求められている。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされ、表面検査装置では直接検出できない微小
な突起状の欠陥を検出可能とする欠陥検査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の欠陥検査方法は、ウェーハの表面に存在する突起状
の欠陥を拡張させるための膜を前記ウェーハ上に形成する膜形成工程と、
　前記膜形成工程の実施後に、前記膜の表面に形成された突起部を表面検査装置で検出す
る検出工程とを含み、
　前記膜形成工程では、前記表面検査装置の欠陥検出感度である検査装置検出感度、検出
のターゲットとなる欠陥サイズ、及び予め定められた１００％以上の率である安全率を用
いた以下の式１を満たすように前記膜の膜厚を設定することを特徴とする。
　式１　膜厚≧（検査装置検出感度－欠陥サイズ）×安全率
【００１０】
　本発明者は、ウェーハ上にシリコン窒化膜等の膜を形成すると、ウェーハ表面に存在す
る突起状の欠陥が拡張した突起部がその膜の表面に形成されることを見出した。さらに、
ウェーハ表面の欠陥の周囲に均一に膜が形成されることで、突起部のサイズは、元の欠陥
のサイズに膜厚分を加えたサイズとなることを見出した。つまり、膜の表面には、元の欠
陥が膜厚分だけ拡張した突起部が形成される。よって、突起部が表面検査装置の検出感度
以上のサイズ（つまり、突起部のサイズ（＝膜厚＋欠陥サイズ）≧検査装置検出感度）と
なるように膜厚を設定することで、その突起部の検出を介して間接的に表面検査装置で直
接検出できない微小欠陥を検出できる。なお、ここで言う検査装置検出感度とは、検出で
きる最小の欠陥サイズのことである。
【００１１】
　以上の知見により式１を導出できる。ここで、縦横比が異なる欠陥にあっては、Ｘ－Ｙ
座標系やｒ－θ座標系にしたがって表面検査装置の測定を走査した場合に、表面検査装置
の測定の走査方向における欠陥サイズが短いと、検出誤差が出る可能性がある。この検出
誤差を防ぐため、式１では安全率を導入している。この安全率は１００％でも良いが、１
００％より大きい値にすることで、縦横比が異なる欠陥であっても検出しやすくできる。
【００１２】
　このように、本発明では、式１により設定した膜厚で、ウェーハ表面に膜を形成するの
で、ウェーハ表面に存在する微小欠陥を、表面検査装置で検出可能なサイズにまで拡張で
きる。ゆえに、微小欠陥を反映した拡張突起部を検出することで、表面検査装置では直接
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検出できない微小欠陥を検出できる。
【００１３】
　また、式１の安全率は例えば１１０％以上とすることができる。安全率を１１０％以上
とすることで、１００％の場合に比べて、突起部のサイズを大きくできる。よって、ウェ
ーハ表面の微小欠陥を反映した拡張突起部を検出しやすくできる。
【００１４】
　また、ウェーハ表面に存在する突起状の欠陥は、パーティクル又はＰＩＤである。これ
によれば、表面検査装置で直接検出できないパーティクル又はＰＩＤを検出できる。
【００１５】
　また、表面検査装置は、ウェーハ表面にレーザー光を照射し、散乱されたレーザー光に
基づいて欠陥を検出する装置とすることができる。レーザー光を用いて欠陥を検出する場
合には、レーザー光の出力が強いと欠陥が焼失してしまうリスクがあるが、本発明では、
膜が保護膜として作用するのでそのリスクを軽減できる。
【００１６】
　また、前記膜がシリコン窒化膜とすることができる。ウェーハ表面に存在するパーティ
クルは酸化物であることが多いことから、ウェーハ上に形成する膜を、酸化物とは組成が
異なるシリコン窒化膜とすることで、シリコン窒化膜の突起部を検出しやすくできる。ま
た、突起部を検出した後に、突起部中に存在するパーティクル（酸化物）を観察、分析し
やすくできる。
【００１７】
　また、本発明において、前記検出工程は、前記膜の表面に形成された欠陥の分布を検出
する工程であり、
　前記膜形成工程の実施前に、前記ウェーハの表面に存在する欠陥の分布を前記表面検査
装置により検出する膜形成前検出工程と、
　前記検出工程にて検出された欠陥分布のうち、前記膜形成前検出工程にて検出された欠
陥分布から増加した座標点の観察又は分析を行う観察分析工程とを含む。
【００１８】
　これによれば、膜形成前後で欠陥分布を検出して、膜形成後に検出された欠陥分布のう
ち、膜形成前に検出された欠陥分布から増加した座標点を抽出する。抽出した座標点は、
表面検査装置で検出できない微小欠陥が反映された突起部の座標点であると考えられる。
本発明では、観察分析工程において、抽出した座標点の観察又は分析を行うので、表面検
査装置で直接検出できない微小欠陥の観察又は分析を効率的に行うことができる。
【００１９】
　また、観察分析工程では電子顕微鏡により増加した座標点の観察を行うとすることがで
きる。このように電子顕微鏡を用いることで、座標点の表面や断面の観察像を得ることが
できる。
【００２０】
　本発明の欠陥検査方法は、ウェーハの表面に存在する欠陥の分布を表面検査装置により
取得する第１の取得工程と、
　前記第１の取得工程の実施後に、前記ウェーハの表面に存在する突起状の欠陥を拡張さ
せるための膜を前記ウェーハ上に形成する膜形成工程と、
　前記膜形成工程の実施後に、前記膜の表面に形成された欠陥の分布を前記表面検査装置
により取得する第２の取得工程と、
　前記第２の取得工程にて取得された欠陥分布のうち、前記第１の取得工程にて取得され
た欠陥分布から増加した座標点の観察又は分析を行う観察分析工程と、
　を含むことを特徴とする。
【００２１】
　本発明によれば、膜形成前後で欠陥分布を検出して、膜形成後に検出された欠陥分布の
うち、膜形成前に検出された欠陥分布から増加した座標点の観察又は分析を行うので、表
面検査装置で直接検出できない微小欠陥の観察又は分析を効率的に行うことができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】シリコン窒化膜の成膜前後でパーティクルの画像を比較した図である。
【図２】パーティクルが存在するシリコンウェーハ上に、シリコン窒化膜を成膜する様子
を示した模式図である。
【図３】パーティクルが存在するシリコンウェーハ上にシリコン窒化膜の成膜後の状態を
示した模式図である。
【図４】欠陥検査方法の手順を例示したフローチャートである。
【図５】レーザー光の波長と、シリコンにおけるレーザー光の侵入長との関係を示した図
である。
【図６】縦横比が異なる突起部の平面図である。
【図７】パーティクルを覆うようにシリコン窒化膜を成膜した状態を示した模式図である
。
【図８】シリコン窒化膜における膜中窒素量と屈折率との関係を示した図である。
【図９】シリコン窒化膜の成膜前の欠陥分布を示した図である。
【図１０】シリコン窒化膜の成膜後の欠陥分布を示した図である。
【図１１】シリコン窒化膜の成膜前後の欠陥分布の差分を示した図である。
【図１２】ＳＥＭ観察像の一例を示した図である。
【図１３】断面ＴＥＭの観察像の一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。先ず、図１を参照して、シリコン
ウェーハの表面にシリコン窒化膜を形成すると、そのシリコン窒化膜に、シリコンウェー
ハ表面に存在するパーティクル（異物）、ＰＩＤといった突起状の欠陥の形状を反映した
突起部が形成されることを説明する。
【００２４】
　図１は、シリコン窒化膜の成膜前後のパーティクルの形状変化の実験結果を示している
。図１の実験では、先ず、シリコンウェーハの表面を表面検査装置（高感度検査器）で検
査して、その表面検査装置で検出可能なサイズのパーティクルを抽出した。ここでは、表
面検査装置として、ウェーハにレーザー光を照射して、その照射したレーザー光がウェー
ハに当たったときに発生する散乱光（散乱したレーザー光）に基づいて欠陥を検出するレ
ーザー表面検査装置を用いた。次に、抽出したパーティクルに対して、ＳＥＭ（Ｓｃａｎ
ｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ、走査型電子顕微鏡）を用いた観察
及びＥＤＸ分析（Ｅｎｅｒｇｙ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅ　Ｘ－ｒａｙ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓ
ｃｏｐｙ、エネルギー分散型Ｘ線分析）を行い、パーティクル種の特定を行った。この結
果は図１の上段に示しており、詳しくは、ＳｉＯ２又はＡｌＯ３のパーティクルが特定さ
れて、パーティクルのＳＥＭ観察画像を示している。
【００２５】
　次に、プラズマＣＶＤ装置（ＣＶＤ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔ
ｉｏｎ、化学気相成長）を用いたＬＰＣＶＤ法（ＬＰ：Ｌｏｗ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）によ
り、シリコンウェーハ上に７０ｎｍの厚さのシリコン窒化膜を成膜した。ここでは、図２
に示すように、原料ガスとしてＨ２ＳｉＣｌ２（ジクロロシラン）及びＮＨ３（アンモニ
ア）をチャンバー内に導入し、それら原料ガスのプラズマを生成して、Ｓｉ３Ｎ４の膜（
シリコン窒化膜）を、パーティクル２を覆うようにシリコンウェーハ１上に成膜した。そ
の後、シリコン窒化膜を有したシリコンウェーハに対して、図１上段のパーティクルと同
一座標点をＳＥＭにより観察した。図１の下段には、その観察像を示している。図１の上
段と下段とで画像の倍率は同じである。
【００２６】
　図１の上段、下段の画像を比較すると、パーティクルを覆うようにシリコン窒化膜を成
膜すると、パーティクルと同一座標点に、パーティクルよりもサイズが大きい突起部が形
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成されることがわかる。さらに、下段の各突起部の形状は、対応する上段のパーティクル
の形状を反映している。すなわち、図１上段の左から１番目から４番目の各パーティクル
は、縦横比が異なるとともに、図１の紙面から見て右側又は左側に傾いた形状を有してい
るが、図１下段の左から１番目から４番目の各突起部も、縦横比が異なるとともに対応す
るパーティクルと同じ側に傾いた形状を有している。また、図１上段の一番右側のパーテ
ィクルは図１の紙面から見てほぼ円状となっているが、図１下段の一番右側の突起部もほ
ぼ円状となっている。
【００２７】
　このことから、シリコンウェーハの表面に存在する突起状の欠陥をシリコン窒化膜で覆
うと、欠陥と同一座標点に、その欠陥の形状を反映し、かつその欠陥よりもサイズが大き
い突起物がシリコン窒化膜に形成される（図３も参照）。
【００２８】
　また、突起部の形状が、元のパーティクルと同様の形状を有するということは、パーテ
ィクルの周囲に均一にシリコン窒化膜が形成されることを意味する。すなわち、図２に示
す例では、パーティクル２の周囲においてはパーティクル２の表面３各部の法線方向（図
２では５つの法線方向Ｐ１～Ｐ５を例示している）の間でほぼ均一な膜厚でシリコン窒化
膜が形成される。その結果、図３に示すように、シリコン窒化膜４には、パーティクル２
のサイズにシリコン窒化膜４の膜厚を加えたサイズの突起部５が形成される。つまり、パ
ーティクル２のサイズが３０ｎｍ、シリコン窒化膜４の厚さが７０ｎｍとすると、突起部
５のシリコンウェーハ１の表面からの高さ（ウェーハ表面に垂直方向のサイズ）は、パー
ティクル２の高さにシリコン窒化膜４の厚さを加えて、１００ｎｍ（＝３０ｎｍ＋７０ｎ
ｍ）となる。また、突起部５の幅（ウェーハ表面に平行方向のサイズ）は、パーティクル
２の幅に、シリコン窒化膜４の厚さを２倍した厚さを加えて、１７０ｎｍ（＝３０ｎｍ＋
１４０ｎｍ）となる。シリコン窒化膜４の厚さを２倍しているのは、図２において、パー
ティクル２の幅方向のうちの一方向Ｐ２に対して膜厚７０ｎｍのシリコン窒化膜が形成さ
れ、その方向Ｐ２と反対方向Ｐ３に対しても膜厚７０ｎｍのシリコン窒化膜が形成される
ためである。
【００２９】
　結局、突起部は、ウェーハ表面からの高さで考えると、元のパーティクルのサイズに膜
厚分を加えたサイズとなる。上記知見は、パーティクル以外の突起状の欠陥（ＰＩＤなど
）についても成立する。以下では、上記知見を前提とした欠陥検査方法を説明する。
【００３０】
　図４は、本実施形態の欠陥検査方法の手順を例示したフローチャートである。図４の欠
陥検査方法は、例えば、シリコンウェーハの製造工程における抜き取り検査として行われ
る。抜き取るシリコンウェーハは、ウェーハ製造工程におけるどの段階におけるシリコン
ウェーハであっても良く、例えば研磨工程前のウェーハであっても良いし、研磨工程後の
ポリッシュドウェーハであっても良いし、さらには、シリコンエピタキシャル層を成長後
のシリコンエピタキシャルウェーハであっても良い。
【００３１】
　先ず、表面検査装置を用いて、評価対象のシリコンウェーハの表面に存在する欠陥を輝
点欠陥（Ｌｉｇｈｔ　Ｐｏｉｎｔ　Ｄｅｆｅｃｔｓ、ＬＰＤ）として検出する（Ｓ１）。
検出に用いる表面検査装置は、どの表面検査装置でも良いが、例えばＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏ
ｌ社製のＳＰシリーズであったり、レーザーテック社製のＭＡＧＩＣＳであったりする。
ＳＰシリーズやＭＡＧＩＣＳは、レーザー光を用いて欠陥を検出する装置である。この種
のレーザー表面検査装置では、２つの入射系（垂直入射及び斜め入射）と、２つの検出系
（高角度方向散乱及び低角度方向散乱）とが用意されている。これらの２つの入射系及び
２つの検出系の組み合わせから、ウェーハの表面に対して、垂直入射光を照射して高角度
方向に散乱された光を検出するチャネル（ＤＮＮチャネル）、垂直入射光を照射して低角
度方向に散乱された光を検出するチャネル（ＤＷＮチャネル）、斜め入射光を照射して高
角度方向に散乱された光を検出するチャネル（ＤＮＯチャネル）、及び斜め入射光を照射
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して低角度方向に散乱された光を検出するチャネル（ＤＷＯチャネル）の４つの検出チャ
ネルが存在する。
【００３２】
　また、Ｓ１の工程では、検査対象となる突起状の欠陥（パーティクル、ＰＩＤなど）の
みの分布（ウェーハ表面における欠陥が位置する座標分布）を取得しても良いし、突起状
の欠陥とそれ以外の欠陥（シャロースクラッチ、ＣＯＰ等、凹状の欠陥）とを含む全ての
欠陥の分布を取得しても良い。突起状の欠陥と凹状の欠陥との分類は、上記特許文献１に
記載の方法など公知の方法を用いることができる。すなわち、上記４つの検出チャネルに
おける散乱光の強度を測定することで、欠陥種を分類することができ、結果、突起状の欠
陥のみの分布を得ることができる。
【００３３】
　また、ウェーハ表面の欠陥分布を取得するため、レーザー表面検査装置の測定位置（レ
ーザー照射位置）を所定方向（例えば、Ｘ－Ｙ座標系におけるＸ方向、Ｙ方向）に走査し
て、ウェーハ表面の全座標点に対して検査を行う。
【００３４】
　次に、Ｓ１の工程で欠陥の検出を行ったシリコンウェーハに対して、例えばプラズマＣ
ＶＤ装置により、つまりプラズマを用いたＬＰ－ＣＶＤ法により、ウェーハ上にシリコン
窒化膜を形成する（Ｓ２）。このとき、熱による欠陥（パーティクル、ＰＩＤなど）の変
質を抑制するために、より低温の条件でシリコン窒化膜を形成するのが好ましい。また、
シリコン窒化膜用の原料ガスはどのようなガスでも良く、例えば、図２に示すようにＨ２

ＳｉＣｌ２及びＮＨ３とすることができる。その他、ＳｉＨ４及びＮ２、ＳｉＨ４及びＮ
Ｈ３といった原料ガスでもシリコン窒化膜を形成できる。
【００３５】
　シリコン窒化膜の膜厚は、次工程で行われる表面検査装置の最高感度のときに十分検出
可能なサイズの欠陥（突起部）になるように設定する。具体的には、以下の式１を満たす
ように膜厚を設定する。
　式１　膜厚≧（検査装置検出感度－欠陥サイズ）×安全率
【００３６】
　式１中の検査装置検出感度は、Ｓ１及び次のＳ３の工程で用いる表面検査装置で検出可
能な最小の欠陥サイズ（欠陥検出感度）である。表面検査装置の検出感度は、検出に使用
するレーザー光の波長や出力によって決まり、具体的には、レーザー光の波長が短くなる
ほど、出力が大きくなるほど検出感度が向上する。
【００３７】
　ここで、図５は、レーザー光の波長と、シリコンへのレーザー光の侵入長との関係を示
している。図５において、ライン１０１は、レーザー光の強度が１／２になるウェーハ表
面からの深さを示している。ライン１０２は、レーザー光の強度が１／４になるウェーハ
表面からの深さを示している。図５に示すように、レーザー光の波長が短くなるほど侵入
長が小さくなる。このことは、波長が短くなるほど、ウェーハ表面に存在する欠陥を検出
しやすくなる（検出感度が上がる）ことを意味する。Ｓ１、Ｓ３の工程で用いる表面検査
装置のレーザー光の波長は、図５の特性を考慮して設定されており、具体的には例えば２
００ｎｍ～４００ｎｍとすることができる。
【００３８】
　また、式１中の欠陥サイズは、ウェーハ表面に存在する突起状の欠陥のうち、検出のタ
ーゲットとなる欠陥のサイズを示し、言い換えると、検出したい欠陥サイズを示している
。検出したい欠陥サイズが範囲（例えば１０ｎｍ以上の範囲）で示される場合には、その
範囲のうち最小値が式１中の欠陥サイズとなる。また、式１中の欠陥サイズは、検査装置
検出感度よりも小さい値であることを想定している。なぜなら、検査装置検出感度より大
きいサイズの欠陥は、本手法を用いなくても、表面検査装置で検出できるためである。
【００３９】
　また、式１中の安全率は、予め定められた１００％以上の率に設定され、本実施形態で
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は、１１０％（＝１．１）に設定される。このように式１に安全率を導入しているのは、
縦横比が異なる欠陥を考慮したものであり、具体的には、縦横比が異なる欠陥にあっては
、表面検査装置の測定の走査方向によっては欠陥サイズが短くなる場合があり、この場合
には、次のＳ３の工程において検出誤差が出る可能性があるためである。ここで、図６に
は、シリコン窒化膜に形成される縦横比が異なる突起部１２の平面図を例示している。図
６に示すようにＸ－Ｙ座標系を設定した場合に、突起部１２は、Ｙ方向における幅Ｄ２に
比べてＸ方向における幅Ｄ１のほうが短い。よって、表面検査装置による測定の走査方向
をＸ方向とした場合には、突起部１２の水平方向サイズは短幅Ｄ１となり、突起部１２が
検出されにくくなってしまう。また、図６に示すようにｒ－θ座標系を設定した場合には
、突起部１２は、θ＝９０°の方向における幅Ｄ２に比べてθ＝０°の方向における幅Ｄ
１のほうが短い。よって、表面検査装置による測定の走査方向をθ＝０°方向とした場合
には、突起部１２の水平方向サイズは短幅Ｄ１となり、突起部１２が検出されにくくなっ
てしまう。
【００４０】
　一方で、想定している欠陥の縦横比はそれほど大きくないため、安全率を１１０％に設
定している。これによって、安全率＝１００％の場合に比べて、シリコン窒化膜に形成さ
れる突起部を大きくでき、Ｓ３の工程において突起部を検出しやすくできる（検出誤差を
抑制できる）。また、安全率を１１０％より大きい値に設定する場合に比べて、必要以上
にシリコン窒化膜が厚くなってしまうのを防ぐことができ、欠陥検査の時間を短縮できる
とともに、Ｓ５～Ｓ７の工程においてＳＥＭやＴＥＭを用いて突起部内の欠陥を観察しや
すくできる。なお、安全率は１１０％に限定する趣旨ではなく、例えば安全率は１００％
（この場合には式１から安全率を省略したことを意味する）でも良いし、１１０％より大
きい値でも良い。
【００４１】
　式１は、図１～図３を参照して説明した上記知見に基づいて導出された式である。すな
わち、シリコン窒化膜には、理論上、シリコン窒化膜の膜厚＋欠陥サイズのサイズを有し
た突起部が形成される。この突起部のサイズ（＝シリコン窒化膜の膜厚＋欠陥サイズ）が
、検査装置検出感度以上となる必要がある。つまり、シリコン窒化膜の膜厚＋欠陥サイズ
≧検査装置検出感度を満たす必要がある。欠陥サイズを右辺に移すと、シリコン窒化膜の
膜厚≧検査装置検出感度－欠陥サイズとなり、この右辺に安全率を乗算することで、式１
を導出できる。
【００４２】
　例えば、検査装置検出感度が２５ｎｍ、ターゲットとなる欠陥サイズが１０ｎｍ、安全
率が１１０％（＝１．１）とすると、式１により、シリコン窒化膜の膜厚≧１６．５ｎｍ
となる。よって、例えば、図７に示すように、シリコンウェーハ７上に、２０ｎｍの膜厚
のシリコン窒化膜９を形成することで、そのシリコン窒化膜９に、ターゲットとなる欠陥
１０のサイズ（＝１０ｎｍ）に膜厚２０ｎｍを加えた３０ｎｍの突起部１１を形成するこ
とができる。この３０ｎｍのサイズは、検査装置検出感度である２５ｎｍより十分大きい
。なお、図７では、シリコン窒化膜９のうち、横線ハッチング＋斜線ハッチングの部分が
突起部１１の範囲を示している。
【００４３】
　また、次のＳ３の工程においてシリコン窒化膜寄りの散乱光信号をより効率良く取り出
すために、シリコン窒化膜中における窒素濃度が高めになるように、シリコン窒化膜の成
膜条件（原料ガスの流量等）を設定するのが望ましい。つまり、シリコン窒化膜の分子式
における窒素の割合が高いほど望ましい。窒素濃度を高めに設定することで、シリコン窒
化膜より下のシリコンウェーハからの散乱光信号が取り込まれてしまうのを抑制でき、シ
リコン窒化膜に形成された突起部の検出精度を向上できる。
【００４４】
　また、シリコン窒化膜は一般的に光が深部まで到達しやすい物質として知られている。
言い換えると、シリコン窒化膜の透過率は、シリコンの透過率より高い。しかし、図８に
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示す富士電機、成田、小山、市川らの報告（富士時報、Ｖol.78 No.4 2005 プラズマCVD
窒化膜の組成制御技術）によれば、シリコン窒化膜中の窒素濃度（膜中窒素量Ｎ／（Ｓｉ
＋Ｎ））を３０％以上に制御することでシリコン窒化膜の屈折率を大きくできる。屈折率
を大きくすることで、次のＳ３の工程の検査において、シリコン窒化膜表面でのレーザー
光の反射成分（散乱成分）が増え、直進する成分（透過成分）を減少させることができる
。これにより、シリコン窒化膜中のパーティクルに達するレーザー光の照射エネルギーを
十分に小さくし、パーティクルを焼失することなく計測が可能であると推測できる。
 
【００４５】
　次に、シリコン窒化膜の成膜処理を行ったシリコンウェーハに対して、Ｓ１の工程で用
いた表面検査装置と同じ、又は同種の表面検査装置を用いて、ウェーハ表面の検査を行い
、シリコン窒化膜の表面に形成された欠陥分布を検出する（Ｓ３）。このとき、レーザー
光をより低角度でウェーハ表面に照射すると、シリコン窒化膜中に侵入するレーザー光の
エネルギー抑制効果が大きくなり、シリコン窒化膜中に存在するパーティクル、ＰＩＤ等
の欠陥が焼失してしまうリスクを軽減できる。
【００４６】
　また、Ｓ３の工程では、Ｓ１の工程と同様に、突起状の欠陥のみの分布を取得しても良
いし、突起状の欠陥とそれ以外の欠陥とを含む全ての欠陥の分布を取得しても良い。
【００４７】
　Ｓ３の工程により、パーティクルやＰＩＤを反映した突起部のウェーハ表面における分
布を取得できる。この欠陥分布には、Ｓ１の工程で取得できた突起状欠陥の座標に加え、
Ｓ１の工程で取得できなかった微小欠陥（検査装置検出感度以下のサイズの欠陥）の座標
も含まれる。また、Ｓ１の工程で取得した欠陥分布に、突起状欠陥以外の欠陥（凹状欠陥
）の座標も含まれている場合に、凹状欠陥はシリコン窒化膜の形成によっては拡張しない
と考えられる。つまり、Ｓ３の工程で取得する欠陥分布には、Ｓ１の工程で検知できない
微小な凹状欠陥の座標は含まれない。以下では、Ｓ１の工程で取得した欠陥分布を膜形成
前分布といい、Ｓ３の工程で取得した欠陥分布を膜形成後分布という。
【００４８】
　次に、膜形成後分布と膜形成前分布とを比較して、膜形成後分布のうち、膜形成前分布
から増加した欠陥の座標点を抽出する（Ｓ４）。つまり、膜形成前分布には含まれないが
、膜形成後分布には含まれている欠陥座標を抽出する。なお、膜形成前分布には含まれて
いるが、膜形成後分布には含まれない欠陥座標が存在する場合がある。この欠陥座標は、
例えばシリコン窒化膜の形成前のウェーハ表面に存在する凹状欠陥が、シリコン窒化膜に
より覆われて、シリコン窒化膜の表面に存在しなくなった場合が考えられる。このような
欠陥座標については、Ｓ４の抽出対象とはしない。
【００４９】
　ここで、図９は膜形成前分布の一例を示し、図１０は、図９と同じウェーハにおける膜
形成後分布の一例を示している。図９、図１０において、黒点が欠陥の位置を示している
。また、図９、図１０においては、ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｌ社のＳＰ３を用いて、２６ｎｍ
以上のサイズの欠陥を検出した例、つまり検出感度を２６ｎｍとして欠陥検出を行った例
を示している。また、図１０においては、ＬＰ－ＣＶＤ法により、７５ｎｍの厚さのシリ
コン窒化膜を成膜したときの欠陥分布を示している。
【００５０】
　Ｓ４の工程では、図９の欠陥分布と図１０の欠陥分布とを比較する。図１１は、図１０
の欠陥分布のうち、図９の欠陥分布から増加した座標点のみを示している。図１１の各欠
陥は、シリコン窒化膜の形成によって新たに形成された欠陥、すなわち、表面検査装置で
検出できない微小欠陥に起因してシリコン窒化膜に形成された拡張突起部である。
【００５１】
　そこで、次に、Ｓ４の工程で抽出した座標点（図１１の欠陥分布）の詳細を検査するた
め、その座標点をＳＥＭを用いて観察する（Ｓ５）。このとき、抽出した座標点の全てを
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観察しても良いし、一部の座標点のみを観察しても良い。そして、ＳＥＭ観察像から、シ
リコン窒化膜上に突起部が形成されていることや、その突起部の形状等を確認する。図１
２は、７０ｎｍのシリコン窒化膜を成膜した後のＳＥＭ観察像の一例を示している。この
とき、ＳＥＭに付随したＥＤＸ分析器により観察像の元素分析を行うなどして、パーティ
クルやＰＩＤ等の反応が無い観察像（突起部の内部にパーティクル、ＰＩＤ等の欠陥が存
在しない観察像）と、反応がある観察像（突起部の内部にパーティクル、ＰＩＤ等の欠陥
が存在する観察像）とを分別しておくと良い。
【００５２】
　次に、Ｓ４の工程で抽出した座標点及びＳ５の工程で得られたＳＥＭ観察像をもとに、
ＳＥＭ観察像の断面をＴＥＭ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒ
ｏｓｃｏｐｅ、透過型電子顕微鏡）により観察するためのサンプル（断面ＴＥＭサンプル
）を、ＦＩＢ加工装置（ＦＩＢ：Ｆｏｃｕｓｅｄ　Ｉｏｎ　Ｂｅａｍ、集束イオンビーム
）を用いて作製する（Ｓ６）。このとき、ＳＥＭ観察像（突起部）の中心部を狙うように
断面ＴＥＭサンプルを作製する。また、Ｓ５の工程において、パーティクル、ＰＩＤとい
った欠陥の反応がある観察像とそうでない観察像とを分別した場合には、欠陥の反応があ
る観察像に対して断面ＴＥＭサンプルを作製すると良い。
【００５３】
　次に、作製した断面ＴＥＭサンプルをＴＥＭにより観察する（Ｓ７）。図１３は、断面
ＴＥＭの観察像の一例を示している。図１３では、シリコン窒化膜に形成された突起部１
４の内部、かつウェーハ表面１３に、パーティクル１５の像が写っている例を示している
。また、Ｓ７の工程では、ＴＥＭに付随したＥＤＸ分析器を用いて、欠陥の元素分析を行
っても良い。そして、得られたＴＥＭ観察像（欠陥形状）や元素分析結果に基づいて、パ
ーティクル、ＰＩＤ等の欠陥種の分類や、パーティクル発塵源の特定や原因物質の特定な
どの分析を行う。
【００５４】
　なお、Ｓ５～Ｓ７の工程では、Ｓ３の工程で得られた全ての欠陥座標に対して、観察及
び分析を行っても良いが、Ｓ４の工程で得られた膜形成前後の差分座標のみ、又は差分座
標を優先的に観察及び分析を行うことで、表面検査装置で検出できない微小欠陥の検査を
効率的に行うことができる。
【００５５】
　以上説明したように、本実施形態では、ウェーハ上に、上記式１を満たす膜厚でシリコ
ン窒化膜を形成するので、表面検査装置で検知できなかった突起状の微小欠陥も検査（検
出、観察、分析）できる。また、シリコン窒化膜を欠陥の保護層として機能させることが
でき、表面検査装置のレーザーで欠陥が焼失してしまうリスクを軽減できる。さらに、シ
リコン窒化膜を形成することで、ＳＥＭ、ＦＩＢ装置、ＴＥＭ、ＥＤＸ分析等の観察、分
析において使用する電子線やＧａイオンビームに対しても欠陥を保護でき、欠陥の観察、
分析を効果的に行うことができる。
【００５６】
　また、シリコン窒化膜の形成前後で欠陥分布を取得して、それら欠陥分布の差分を抽出
しているので、表面検査装置で検出できない微小欠陥の観察、分析を、優先的、効率的に
行うことができる。
【００５７】
　また、ウェーハ上に形成する膜を、パーティクルとして存在することが多い酸化物とは
異なる組成のシリコン窒化膜とすることで、膜に形成される突起部を検出しやすくできる
。また、断面ＴＥＭ観察像において、シリコン窒化膜中に存在する欠陥を観察しやすくで
きる。
【００５８】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
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【００５９】
　例えば、上記実施形態ではウェーハ上にシリコン窒化膜を形成したが、シリコンエピタ
キシャル膜、シリコン酸化膜、ハフニウム（Ｈｆ）酸化膜等、他の膜を形成しても良い。
これによっても、微小欠陥を拡張させた突起部を膜に形成できるので、表面検査装置で直
接検出できない微小欠陥を検査できる。
【００６０】
　また、上記実施形態では、レーザーを用いた表面検査装置により、ウェーハ表面を検査
したが、他の方式の表面検査装置を用いてウェーハ表面を検査しても良い。例えば、ウェ
ーハ表面を撮影して、その撮影画像に基づいてウェーハ表面の欠陥を検出しても良い。ま
た、シリコンウェーハ以外のウェーハの欠陥検査に本発明を適用しても良い。
【００６１】
　上記実施形態において、図４のＳ１の工程が膜形成前検出工程及び第１の取得工程に相
当する。Ｓ２の工程が本発明の膜形成工程に相当する。Ｓ３の工程が本発明の検出工程及
び第２の取得工程に相当する。Ｓ４～Ｓ７の工程が本発明の観察分析工程に相当する。
【符号の説明】
【００６２】
　１、７　シリコンウェーハ
　２、１０、１５　パーティクル
　４、９　シリコン窒化膜
　５、１１、１２、１４　突起部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】
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